
1
2021年3月末まで人材確保ができます

・ 就業実習期間： 令和2(2020)年1月中旬～平成3(2021)年3月31日 ※受入開始時期相談可
・ 受入対象法人： 兵庫県緊急雇用創出事業の趣旨に賛同いただいた法人
・ 契約形態： 株式会社パソナとの労働者派遣契約もしくは紹介予定派遣契約（派遣料金、人材紹介料無料）

● 受け入れていただくメリット

2
ビジネス研修・就業フォロー行うため安心して受入れていただけます

3
双方合意の上で直接採用が可能です

ビジネスマナーやビジネススキルといった社会人の基礎として必要なスキル等に関する研修を約1ヶ月間受講した
人材を受け入れていただきます。派遣期間中の就業フォローもあり安心です。
※就業実習期間中、月に1日は求職者の就職活動や就職支援のため、就業実習はお休みとなります。

雇用創出が目的の事業のため、株式会社パソナと予め紹介予定派遣契約を結ぶことで、求職者との合意の上で
貴社の従業員として直接採用することが可能です。就業実習中に、就業意欲や業務適性、業務スキルの習熟度を
確認することができ、入社後の社員定着率向上につながります。

無料

本事業は新型コロナの影響による解雇や雇い止め等で離職を余儀なくされた方や、内定取消し等により就労機会を失った方、就労
が困難になっている方を雇用し、OFF-ＪＴ/OJT研修を組み合わせた就職活動支援を実施することにより、安定雇用に繋がる人材
の育成を図る、兵庫県の緊急対応型雇用創出事業です。OFF-JT研修を受講済みの求職者を2021年3月末
まで就業実習の形でお受入れいただける事業者を募集中です。

兵庫県緊急雇用創出事業センター

06-7636-6104
hyogo.kinkyu@pasona.co.jp

（平日 9:00～17:30）

（人材派遣業 派 13-304674 人材紹介業 13-ユ-010444）

お問合せ・お申込み

兵庫県緊急雇用創出事業「令和2年度緊急対応型雇用創出事業」
（本事業は、兵庫県より委託を受け、受託事業者 株式会社パソナが運営しています。）

就業実習

受入企業を募集します！

受託会社：株式会社パソナ


